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Outline

• はじめに

• 日本の国会議員の選出選挙

– 衆議院と参議院の選挙制度

• 衆議院小選挙区の議席配分

– 最適化による「一票の格差」限界議席配分

– 既存法・各種方法の比較

• 衆議院小選挙区の区割画定

– 最適化による「一票の格差」限界区割
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はじめに

• 一票の格差に関する最高裁判決例

– 衆議院議員小選挙区制度（1994年～）

• 1996年衆院選（1996/1/20選挙） 2.309倍 合憲

• 2000年衆院選（2000/6/25選挙） 2.471倍 合憲

• （2000年 国勢調査）

• （2002年 区割改定： → 2.064倍）

• 2005年衆院選（2005/9/11選挙） 2.171倍 合憲

• （2005年 国勢調査）

• （2006年 区割見直議論 → 結論：変更せず）

• 2009年衆院選（2009/8/30選挙） 2.310倍 違憲状態

• （2010年 国勢調査）

• （2011年 区割改定：大震災により中断中）
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小選挙区制と一票の重みの格差

300小選挙区画定が必要良い

一票の重みの格差

2002年区割

2.064倍

高知1区
270,743人

兵庫6区
558,947人

最大人口選挙区の人口

最小人口選挙区の人口 高知3区
258,687人

2006年

2.203倍
2000年国勢調査人口
2001年の行政界

2005年国勢調査人口

2002年
区割改定

2006年
見直し検討

人口流動

キーワード

⇒事実上不可能

合理的な範囲を超えて
不必要な格差はあるのか?

格差1倍が理想
2倍未満は?

2倍を超す格差?

議論への支援が必要 定量化手法
客観的

視点

2011年
区割見直

2010年
国勢調査

↓

定数配分

区割画定

従来の研究

様々な議論

2009年

2.310倍

千葉4区
569,829人

2009年選挙人
名簿登録者数
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日本の国政選挙制度
参議院

[242 議席] 
衆議院

[480 議席]

小選挙区制

300
議席

比例代表制
（11ブロック）

180
議席

選挙区制
（47選挙区）

146
議席

比例代表制
（非拘束名簿式）

96
議席

（重複立候補可）

300小選挙区
の区割

11ブロックへ
の議席配分

47都道府県へ
の議席配分

なし

（3年ごと半数改選）

非常に複雑で，実
は「一票の価値」が
どうなっているかよ
く分からない

→ 選挙無効訴訟

などは，部分的に
しか争点にならな
い（できない）

有権者は

衆議院に2票
参議院に4票

持っている

必要 議席配分

区割画定

必要 必要 不要

必要 不要不要 不要

セットで考える必要有り
→定数配分・区割画定問題へ最適化アプローチ

選挙実施
に必要

議員定数配分問題
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300議席

人口比例配分

定数配分

衆議院小選挙区区割画定の現在の仕組み

1議席
事前配分

▲最大剰余法

区割画定

各都道府県への 各都道府県内での

区割の作成方針
１．区割り基準
２．作業手順

１＋人口比例
（衆議院議員選挙区画定審議会

設置法 第三条第2項）

47

253
１．区割り基準 『衆議院議員選挙区画定審議会』 2001（H13）年9月
（１） 各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、

その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2
以上とならないようにすることを基本とする。
（イ） 各選挙区の人口は、全国の議員1人当たり人口の2/3から4/3までと
し、全国の議員1人当たり人口の4/3を上回る選挙区は設けないものとし、
全国の議員1 人当たり人口の2/3を下回る選挙区はできるだけ設けないも
のとする。
（ロ）各選挙区の人口は、当該都道府県の議員1人当たり人口の2/3から
4/3までとする。
（ハ）都道府県の議員1人当たり人口が全国の議員1人当たり人口の2/3を
下回る都道府県にあっては、各選挙区の人口をできるだけ均等にするも
のとする。

（２） 市（指定都市にあっては行政区）区町村の区域は、分割
しないことを原則とする。ただし、次の場合には、市区の
区域は分割するものとする。
（イ） 市区の人口が全国の議員1人当たり人口の4/3を超える場合
（ロ）市区の人口が当該都道府県の議員1人当たり人口の4/3を超える場
合
（ハ）当該都道府県の人口最大の市の区域をもって単独の選挙区としたと
きに全国の議員1人当たり人口の2/3を下回る選挙区が生じる場合（当該
市の人口が当該都道府県の議員1人当たり人口を下回る場合を除く。）
（ニ）選挙区が飛地となることを避けるために必要な場合

（３） 郡（北海道にあっては支庁）の区域は、分割しないこと
を原則とする。ただし、次の場合には、郡の区域は分割
することができるものとする。
（イ） （１）に沿った選挙区を設けるために必要な場合

（ロ）選挙区が飛地となることを避けるために必要な場合
（ハ）郡の区域が現に他の郡市により分断されている場合又は郡の区域
に離島を含む場合

（４） 選挙区は、飛地にしないものとする。
（５） 地勢、交通、歴史的沿革、人口動向その他の自然的社

会的条件を総合的に考慮するものとする。

最適化問題

格差最小

制約条件

飛び地なし

隣接グラフ

目的関数

市区郡分割
原則禁止
（例外あり）

市区分割 例外規定

格差2倍未満 基本方針

郡分割 例外規定

最適区割を求める場合
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現行制度で一票の格差を下げるには？

47都道府県人口
議員定数300

定数配分 （47の）区割画定
各都道府県への 各都道府県内での

入力

出力 47の定数配分

1＋人口比例

配分された議席数
市区郡人口・隣接関係

入力

出力 与議席に対応する小選挙区

区割の改定案の作成方針
（衆議院議員選挙区画定審議会設置法

第三条第2項）

この順番を変えたくないのなら…

★定数配分をなるべく頑張ることがまずは肝要
→ そしてそのための制度設計が必要
→ まず議席配分後が全国上下限内に
→ 上下限範囲見直し・分割基準見直し・

「１人別枠方式」の見直し

議席配分最適化＝
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議席配分問題

• 最適化による定式化（割当分特性満たさず版） 


i

i

p
mp:理想値

m：総議席数(300)
pi ：都道府県人口

配分議員定数とその時の各都道府県平均人口
都道府県 人口 4 5 6 7 8

… … … … … … …

09 栃木県 2,007,014 501,754 401,403 334,502 286,716 250,877

10 群馬県 2,008,170 502,043 401,634 334,695 286,881 251,021

07 福島県 2,028,752 507,188 405,750 338,125 289,822 253,594

21 岐阜県 2,081,147 520,287 416,229 346,858 297,307 260,143

20 長野県 2,152,736 538,184 430,547 358,789 307,534 269,092

04 宮城県 2,347,975 586,994 469,595 391,329 335,425 293,497

15 新潟県 2,374,922 593,731 474,984 395,820 339,275 296,865

26 京都府 2,636,704 659,176 527,341 439,451 376,672 329,588

34 広島県 2,860,769 715,192 572,154 476,795 408,681 357,596

08 茨城県 2,968,865 742,216 593,773 494,811 424,124 371,108

… … … … … … …

理想値の切上・切捨
以外の議席数を許す＝
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議席配分問題

• 最適化による定式化（割当分特性満たさず版）

pi ：都道府県人口
N={1,2,…,47}

 
j

ij
j

i uz
m
pl

lu /min.
s.t. )( Ni

}1,0{ijz

 
j

ijz 1

),( jNi

)( Ni

300
i j

ijj zm 衆議院総議席数は300

pi/mj は都道府県iへの配分定数がmj
の時の選挙区平均人口

 
j

kjj
j

ijj zmzm )  s.t.  ,( ki ppNki 
相対的に人口が多い都道府県の
配分数が，少ない都道府県より少
なく配分されることを防ぐ制約
（配分結果で47都道府県をソートした

場合，都道府県の人口順と矛盾しない
ようにということ） 9
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1.583倍

最適化による議席配分の結果と効果

現行方法の場合
「1+最大剰余法」

1.832倍

議席配分で生じる
限界格差

「この間で区割を作れ」
というのが区割作成方針
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11

1.600 1.596 1.643 1.997 1.643 1.643 1.702 1.583 1.619 2.684 1.832 1.583 1.885 1.986 2.120 2.684
470,631 469,595 588,418 785,873 588,418 588,418 500,631 465,765 476,289 526,470 492,383 465,765 493,900 506,221 506,221 526,470

294,209 294,209 358,177 393,457 358,177 358,177 294,209 294,209 294,209 196,139 268,823 294,209 261,958 254,865 238,785 196,139

OptUL P2 LRM GD AMD GMD HMD SD 1+OptUL 1+P2 1+LRM 1+GD 1+AMD 1+GMD 1+HMD 1+SD

31 鳥取県 588,418 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3
32 島根県 716,354 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3
39 高知県 764,596 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3
36 徳島県 785,873 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3
18 福井県 806,470 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3
41 佐賀県 849,709 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3
19 山梨県 862,772 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3
37 香川県 995,779 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30 和歌山県 1,001,261 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 秋田県 1,085,878 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 富山県 1,093,365 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
45 宮崎県 1,135,120 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
6 山形県 1,168,789 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
17 石川県 1,170,040 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
44 大分県 1,196,409 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
3 岩手県 1,330,530 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4
2 青森県 1,373,164 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4
47 沖縄県 1,392,503 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4
29 奈良県 1,399,978 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
25 滋賀県 1,410,272 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
42 長崎県 1,426,594 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
38 愛媛県 1,430,957 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 山口県 1,451,372 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
46 鹿児島県 1,706,428 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
43 熊本県 1,817,410 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5
24 三重県 1,854,742 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5
33 岡山県 1,944,986 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 栃木県 2,007,014 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 群馬県 2,008,170 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 福島県 2,028,752 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5
21 岐阜県 2,081,147 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5
20 長野県 2,152,736 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5
4 宮城県 2,347,975 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
15 新潟県 2,374,922 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
26 京都府 2,636,704 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
34 広島県 2,860,769 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7
8 茨城県 2,968,865 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
22 静岡県 3,765,044 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 8 8 8 8
40 福岡県 5,072,804 11 11 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10
1 北海道 5,507,456 12 12 13 13 13 13 13 12 12 11 12 12 12 12 12 11
28 兵庫県 5,589,177 13 13 13 14 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11
12 千葉県 6,217,119 14 14 15 15 14 14 14 14 14 13 13 14 13 13 13 13
11 埼玉県 7,194,957 16 16 17 18 17 17 17 16 16 14 15 16 15 15 15 14
23 愛知県 7,408,499 17 17 17 18 17 17 17 16 16 15 16 16 15 15 15 15
27 大阪府 8,862,896 20 20 21 22 21 21 21 20 19 17 18 20 18 18 18 17
14 神奈川県 9,049,500 21 20 21 23 21 21 21 20 19 18 19 20 19 19 18 18
13 東京都 13,161,751 30 29 31 33 31 31 30 29 28 25 27 29 27 26 26 25

もともと平均的で良
い性質を持つ除数
法は「1+」でゆがま

せると，そのままゆ
がむので，格差拡
大する

小県有利

大県有利

小県有利

大県有利

「SD」＝小県有利
「1+」＝小県有利
→互いの長所を高

め合う（＝歪ませて
×歪ませて倍加）
→格差拡大

「GD」＝大県有利
「1+」＝小県有利
→互いの長所を打

ち消し合う（＝歪ま
せて×歪ませて打
ち消し）
→格差縮小

割当分特性を
満たした上での
最適に注意

現行のままなら
この格差
（＝1.949倍）

全国人口 128,056,026
議席数 300
×4/3 569,137

1選挙区平均 426,853.4
×2/3 284,569



議席配分問題：定数配分法の比較
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Opt LRM GD AMD GMD HMD SD

1+Opt 1+LRM 1+GD 1+AMD 1+GMD 1+HMD 1+SD

426,853：全国1選挙区平均

569,137：作成方針規定上限

284,569：作成方針規定下限

割当分特性を満たし
た上での最適に注意

↑現行

注）各方法で議席配分した場合の，1選挙区平均人口を小さい順に並べたもの
（従って，議席配分法毎に都道府県順↓が異なることに注意）

12



区割画定：集合m分割型の定式化

lxqxL iii  )1(
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}1,0{ix )( Ii

)( Nj

ia ： i の構成市区郡

iq ：選挙区候補 i の人口

I ：i の集合

：選挙区数m
：市区郡集合N
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区割画定：グラフm分割型の定式化
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1.583倍

最適化による区割画定の結果と効果

1.939倍
現行「区割作成方針」を尊重した場合の

一票の格差の限界（最適）値

「この間で区割を作れ」
というのが区割作成方針

「区割作成方針」を
変更すれば1.583倍に
近づけていくことが可能
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